※吸収合併・事業継承等によって運営法人が変わる場合


設置届必要書類一覧及び書類作成時の留意事項

一　設置届に係る必要書類一覧表
まずは、必要書類を一覧表から確認してください。
書類が整いましたら、一覧表の順番に並び替えて申請時に御持参ください。

二　チェックリスト
チェックリストにて、書類が整っているか等自己点検をしてください。



吸収合併・事業継承等によって運営法人が変わる場合の設置届必要書類一覧
	必要書類一覧表

	設置の届出書（様式第一号（二））※市ＨＰに様式あり

	付表（付表第一号（三））　※市ＨＰに様式あり

	設置届添付資料等

	
	1　基本的事項

①　有料老人ホーム設立（経営）趣旨書

2　設置予定者に関する事項


　 ①　定款その他基本約款

　 ②　法人登記簿謄本

　 ③　役員名簿及び役員の略歴書(本籍・学歴不要。職歴及び高齢者の保健福祉に係る職種を記載)

　 ④　出資者及び出資比率を記載した資料(株主台帳、出資者名簿、株主保有比率等)
⑤　法人の事業概要を記載した資料(会社案内、パンフレット等)

⑥　会計監査人に係る契約書

⑦　直近3か年の貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書等の財務諸表

・有料老人ホーム以外の事業を営んでいる場合及び親会社がある場合には、それらに関する書類を併せて添付

・事業実績が赤字の場合は、その理由と対処方針を記載した資料を添付

3　立地条件に関する事項
①　関係法令確認書（都市計画法、農地法等の土地利用規制に係る法令の適用状況を記載した資料）
※市ＨＰに様式あり
②　土地登記簿謄本

③　(自己所有以外の場合）土地売買契約書(同意書)、土地賃貸借契約書(同意書)

④　(土地に抵当権等が設定されている場合)　抵当権等解除確約書(債務残高証明書)
4　建物の規模・構造及び設備に関する事項

①　建物登記簿謄本
②　(自己所有以外の場合)建物売買契約書(同意書)、建物賃貸借契約書(同意書)
③　(建物に抵当権等が設定されている場合)抵当権等解除確約書(債務残高証明書)
5　施設運営に関する事項

①　施設の運営方針を記載した資料

②　管理規程(介護基準、健康管理基準等を含む)

③　施設において供与される便宜の内容を記載した資料(サービス一覧表、サービスマニュアル等)(②に付属の場合は改めて添付は不要)

④　苦情体制を記載した資料(第三者委員会、責任者、相談窓口)(②に付属の場合は改めて添付は不要)

　　⑤　防災体制、防火防災計画(②に付属の場合は改めて添付は不要)（なお、地震防災対策強化地域に指定された市町村に立地する定員が30人以上の有料老人ホームにあっては、消防計画中に地震防災応急計画に相当する事項を定めること。)

⑥　地震防災応急計画(②に付属の場合は改めて添付は不要)(なお、地震防災対策強化地域に指定された市町村に立地する定員が30人未満の有料老人ホームは作成し、併せて市町村長(消防署長)に送付すること。)

⑦　協力予定医療機関の契約書(嘱託医で対応する場合は履歴書)

⑧　運営懇談会規約(②に付属の場合は改めて添付は不要)

⑨　(有料老人ホーム事業の連携施設がある場合)連携施設の概要、契約書

⑩　(一部または全部の業務を委託する場合)業務委託契約書(設備警備等処遇に直接関わらないものを除く)

⑪　老人福祉法第29条第9項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
6　組織・職員体制等に関する事項

①　組織図

②　施設の管理者の履歴書、保健医療福祉に係る資格を有する場合は資格証の写し

③　介護サービス責任者の履歴書、保健医療福祉に係る資格を有する場合は資格証の写し　　

④　職員配置計画

⑤　職員研修計画

⑥　職員衛生管理計画(職員の健康管理に関する計画)

7　入居契約等に関する事項

①　入居契約書

②　有料老人ホーム重要事項説明書(第2号様式)　 ※市ＨＰに様式あり
③　（重要事項説明書　別添1）事業主体が当該都道府県、指定都市、中核市内で実施する他の介護　　　　　サービス等　※市ＨＰに様式あり
④　（重要事項説明書　別添2）有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの　　　一覧表　※市ＨＰに様式あり
⑤　（重要事項説明書　別添3）川崎市有料老人ホーム設置運営指導指針適合表　※市ＨＰに様式あり

⑥　一時金及び月額利用料の算定基礎(根拠)

8　事業収支計画等に関する事項

　　①　改築・改修工事　見積書　※合併等にあたって改築・改修工事を伴わなければ不要
9　その他
①　指針適合状況誓約票　※市ＨＰに様式あり
②　職員名簿及び勤務ローテーション表（運営開始月分のみ）
③　介護サービスマニュアル


	返信用封筒（110円切手を貼付してください。）


※資料は必ずファイルに綴じて提出してください。また、「設置届添付資料等」については、一覧表の番号を記載したインデックスを付けてください
例：「有料老人ホーム設立（経営）趣旨書」の場合、インデックスに【1－①】と記載してください。
※非該当により提出が不要の書類については、書類を省略するのではなく、不要である旨を記載した書類を貼付してください。
例：「3-③土地賃貸借契約書」を省略する場合、省略する旨及びその理由（自己所有であるため土地賃貸借契

約書は省略、など）を記載した書類を貼付してください。なお、省略する場合もインデックスを貼付してください。
※必要書類以外に送付された書類等については、本市側にて廃棄させていただきます。

※申請に係る必要書類を確認した上で、上記の一覧表に掲載されていない書類を提出していただく場合があります。

二.設置届書類チェックリスト
	提出書類

	チェック箇所
	チェック項目
	備考

	設置の届出書【様式第一号（二）】、付表【付表第一号（三）】

	
	□　住所と氏名が登記簿謄本と一致している。

□　押印は不要です。
□　必要事項を漏れなく記載している。
	

	申請者（開設者）の定款の写し及びその登記簿の謄本の原本又は条例等

	
	□　登記簿謄本は発行日から３ヶ月以内の原本である。

□　法人登記簿謄本の目的欄に申請するサービスが位置付けられている。
	

	法人役員名簿及び経歴書

	
	□　当該法人の役員（登記簿に記載している者）を全て記載している。
	

	直近の貸借対照表、損益計算表

	
	□　直近3か年の決算書の貸借対照表、損益計算書を添付している。

□　新規開設法人のため決算をむかえていない場合、預金通帳の写し（法人名、預金残高が分かるもの）を添付している。
	

	土地登記簿謄本の原本

	
	□　発行日から3ヶ月以内の原本である。
	

	土地売買契約書、土地貸借契約書の写し（自己所有以外の場合）

	
	□　契約が申請法人名義となっている。
	

	建物売買契約書、建物貸契約書の写し（自己所有以外の場合）

	
	□　契約が申請法人名義となっている。

□　建物の使用目的が有料老人ホームとなっている。
	

	抵当権等解除確約書（抵当権等が設定されている場合）

	
	· 抵当権を解除するまでの計画を記載している。

· 抵当権を解除する旨を誓約している。
	

	管理（運営）規程（料金表含む）

	
	（施設の目的及び運営の方針）

□記載している。

（入居者の定員及び居室数）

　　□記載している。

（組織の体制及び職員の配置状況）

　　□記載している。

（居室や共用設備等の利用に当たっての留意事項）

□記載している。

（管理費、食費、介護費用等の利用料の詳細）

　　□記載している。

（サービスの内容及びその費用負担等の利用料の詳細）

　　□記載している。

（業務の全部又は一部を委託する場合の委託内容）

※施設の警備業務など入居者の処遇と直接関わらない業務を除く

　　□記載している。

（介護を行う場合の基準）

　　□記載している。

（医療を要する場合の対応）

　　□記載している。

（緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の手続き）

　　□記載している。

（やむなく入居者の金銭等の管理を行う場合の具体的な管理方法、入居者又は身元引受人等への定期的報告等）

　　□記載している。
（入居者及びその家族等からの苦情に対する対応）

　　□記載している。

（緊急時、非常災害時の対応）

　　□記載している。

（運営懇談会の設置、運営）

　　□記載している。
（その他施設の運営に関する重要事項）
　　□記載している。
	※川崎市有料老人ホーム設置運営指導指針を確認し、作成している。

	介護サービス等の一覧表

	
	· 添付している。
	

	苦情処理に関する説明書・記録簿・諸様式

	
	□　添付している。
	

	運営懇談会規約

	
	□　添付している。
	

	業務委託契約書（委託する場合）

	
	□　契約書の写しを添付している。
	

	一時金の保全措置の概要及び取扱い機関との契約書

	
	□　添付している。
	

	職員研修計画

	
	□　年間スケジュールを作成している。
	

	入居契約書

	
	· 提携施設がある場合、契約書に記載している。

· 入居金の保全措置を採っている。

· 90日以内の特例解除条項がある。

· 損害賠償責任保険に加入している旨の規定がある。

· 入居者の個人情報など秘密保持についての規定がある。

· 居室変更について規定がある。

· 協力医療機関との連携や健康管理に関することについて規定がある。
	

	重要事項説明書

	
	□　添付している。
	

	一時金及び月額利用料の算定根拠

	
	□　添付している。
	

	指針適合状況誓約票

	
	□　申請者名等が登記簿謄本と完全に一致している。

□　使用する印鑑は、法務局に登録されている法人代表者印（通常丸印）を使用している。
	

	返信用封筒

	
	□　110円切手を貼って返信先の郵便番号、住所、事業所名を記載している。
	


◆申請前には、法令・指針等を必ず御確認ください。（インターネット等で検索できます）


○老人福祉法


○川崎市有料老人ホーム設置運営指導要綱


○川崎市有料老人ホーム設置運営指導指針





◆　既に存在している事業所について、吸収合併・事業継承等によって運営法人が変わる場合、前法人が事業を廃止したうえで、後継の法人が新規に手続きをする必要があります。


ただし、事前協議は不要とし、設置届として提出する書類についても、前法人で提出して頂いた資料と重複するものを省く趣旨から、提出書類は以下のものとします。


ただし、変更の届出が必要になる変更を前法人が届け出ていないことが後に分かった場合には、その権利義務を承継した後継の法人が、当該変更に係る届出の提出義務を負うことになりますので、その点予め御了承ください。


　　なお、本取扱は、事業実態に変更が無いことを前提としており、継承に際して運営方針を抜本的に切り替える、人員を大幅に入れ替えるなど、実質的に新規事業立上げと相違ないと判断される場合は、本取扱を適用せず、事前協議から手続をお願いする場合がございます。その点予め御了承ください。











PAGE  

